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３月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成26年 第１回定例会

平成26年第１回定例会が、３月４日から３月27日までの
24日間の会期で開催されました。今定例会では、平成26年
度各会計当初予算、条例の制定及び一部改正、平成25年度
各会計補正予算などについて、『平成26年第１回定例会議案
審査特別委員会』を設置のうえ付託をして審査（後頁P10～
12）を行ったほか、３月５日、６日、７日の３日間におい
て一般質問（後頁P13～17）を行いました。

額
と
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
８
号

か
す
み
が
う
ら
市
環
境
美
化
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

本
市
に
お
け
る
空
き
地
の
適
正
な

管
理
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
追

加
し
、
空
き
地
の
雑
草
除
去
の
実

効
性
を
強
化
す
る
た
め
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
９
号

か
す
み
が
う
ら
市
企
業
立
地
促
進
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

茨
城
県
石
岡
・
か
す
み
が
う
ら
地

域
活
性
化
基
本
計
画
の
更
新
に
伴

い
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
10
号

ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
事
業
の
廃
止
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

観
光
交
流
事
業
の
一
部
見
直
し
に

伴
い
、
関
係
条
例
を
整
理
す
る
た

め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

を
公
表
す
る
事
項
に
職
員
の
休
業

の
状
況
を
加
え
る
た
め
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
５
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

非
常
勤
特
別
職
の
設
置
等
に
伴

い
、
報
酬
及
び
費
用
弁
償
を
規
定

す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
６
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当

に
関
す
る
規
定
を
国
等
に
準
じ
整

備
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
７
号

か
す
み
が
う
ら
市
手
数
料
条
例
の一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準

に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
消
防
法
に
規
定
す
る
製
造
所

の
設
置
許
可
申
請
に
係
る
審
査
手

数
料
等
の
額
を
政
令
に
よ
る
標
準

▼
▼  

議
案
第
２
号

か
す
み
が
う
ら
市
安
全
な
飲
料
水
の

確
保
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

茨
城
県
か
ら
の
権
限
移
譲
に
よ
り
、

水
道
法
等
で
規
制
対
象
と
な
ら
な

い
小
規
模
水
道
、
小
簡
易
専
用
水

道
、
簡
易
専
用
水
道
及
び
飲
用
井

戸
等
に
係
る
衛
生
対
策
等
を
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、

新
た
に
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
３
号

か
す
み
が
う
ら
市
消
防
長
及
び
消
防

署
長
の
資
格
を
定
め
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
消
防
組
織
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
消
防
長
及
び
消

防
署
長
の
資
格
を
条
例
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
新
た
に
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
４
号

か
す
み
が
う
ら
市
人
事
行
政
の
運
営

等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

可　
決

可　
決

可　
決

議
案
等
の
審
議
結
果

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決
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▼
▼  

議
案
第
11
号

か
す
み
が
う
ら
市
学
校
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て霞

ヶ
浦
地
区
の
各
小
学
校
を
統
合

し
、
新
た
に
（
仮
称
）
下
大
津
・

美
並
・
牛
渡
・
宍
倉
統
合
小
学
校

及
び
（
仮
称
）
佐
賀
・
安
飾
・
志

士
庫
統
合
小
学
校
を
設
置
す
る
た

め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
12
号

か
す
み
が
う
ら
市
社
会
教
育
委
員
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
社
会
教
育
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
社
会
教
育
委
員

に
係
る
委
嘱
の
基
準
を
定
め
る
た

め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
13
号

か
す
み
が
う
ら
市
敬
老
祝
金
給
付
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

長
寿
を
た
た
え
る
事
業
（
敬
老
祝

金
支
給
制
度
）
の
見
直
し
に
伴

い
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
14
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

主
な
内
容
は
、
退
職
手
当
特
別
負

担
金
、
財
政
調
整
基
金
積
立
金
等

を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
15
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

▼
▼  

議
案
第
16
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

▼
▼  

議
案
第
17
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

▼
▼  

議
案
第
18
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

▼
▼  

議
案
第
19
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

▼
▼  

議
案
第
20
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▼
▼  

議
案
第
21
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
予
算（

内
容
は
Ｐ
２
～
３
を
参
照
）

▼
▼  

議
案
第
22
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
23
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
24
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
25
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
26
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
27
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
28
号

石
岡
地
方
斎
場
組
合
規
約
の
変
更
に

つ
い
て

石
岡
地
方
斎
場
組
合
事
務
所
の
移

転
に
伴
い
、
同
組
合
規
約
の
一
部

変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
第
２
９
０
条
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
29
号

茨
城
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
及
び

高
機
能
消
防
共
同
指
令
セ
ン
タ
ー
整

備
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

茨
城
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
及

び
高
機
能
消
防
共
同
指
令
セ
ン

タ
ー
整
備
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
す
。

否　
決

可　
決

否　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

否　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決
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▼
▼  

請
願
第
７
号
（
平
成
25
年
）

向
原
土
地
区
画
整
理
組
合
事
業
に
対

す
る
支
援
を
求
め
る
請
願
書

▼
▼  

請
願
第
１
号

要
支
援
者
を
介
護
予
防
給
付
か
ら
切

り
離
す
こ
と
に
反
対
の
請
願
書

▼
▼  

請
願
第
２
号

労
働
者
保
護
ル
ー
ル
改
悪
反
対
を
求

め
る
請
願
書

▼
▼  

請
願
第
３
号

小
学
校
統
廃
合
の
慎
重
審
議
を
求
め

る
請
願
書

（
内
容
は
Ｐ
３
を
参
照
）

▼
▼  

請
願
第
４
号

新
石
岡
地
方
斎
場
の
式
場
の
使
用
料

の
格
差
解
消
を
求
め
る
請
願
書

継
続
審
査

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

▼
▼  

議
案
第
30
号

市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
現
市
長

の
任
期
中
に
実
施
し
て
い
る
給
料

月
額
の
削
減
率
を
１
０
０
分
の
70

に
改
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
31
号

教
育
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
現
市
長

の
任
期
の
限
り
、
教
育
長
の
給
料

月
額
の
１
０
０
分
の
10
減
ず
る
た

め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
32
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

平
成
26
年
度
の
１
年
間
、
５
級
以

上
の
職
員
の
給
料
月
額
を
、
職
務

の
級
に
応
じ
て
６
％
か
ら
８
％
削

減
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
33
号

平
成
25
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

財
政
調
整
基
金
積
立
金
及
び
生
活

保
護
扶
助
費
に
係
る
経
費
を
計
上

し
た
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
34
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
予
算

▼
▼  

諮
問
第
１
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て

▼
▼  

諮
問
第
２
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
２
号

関
係
者
に
対
し
国
指
定
重
要
文
化
財

「
椎
名
家
住
宅
」
の
適
正
管
理
を
求

め
る
意
見
書

　
　
（
内
容
は
Ｐ
４
を
参
照
）

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
３
号

平
成
26
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
予
算
に
対
す
る
意
見
書

　
　
（
内
容
は
Ｐ
２
を
参
照
）

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
４
号

介
護
保
険
要
支
援
者
へ
の
保
険
給
付

の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
５
号

労
働
者
保
護
ル
ー
ル
改
悪
反
対
を
求

め
る
意
見
書

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て

閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

可　
決

可　
決

決　
定

決　
定

適　
任

適　
任

可　
決

可　
決

可　
決

否　
決

否　
決

否　
決

可　
決

▲国指定重要文化財　椎名家住宅（加茂地内）

採　
択

採　
択

採　
択

採　
択


